
　　　　　第　２５　号　　　　

　　２０２４年　４月２８日発行

　　うすい泰彦通信編集委員会

　　安曇野市堀金三田１１６０　

　　TEL・FAX　７３－４４６５　　

　Email：jonen.kurasi@gmail.com

　日本共産党の見解をお知らせし

　ます。ご意見をお寄せください。

臼井議員
のLINE

　能登半島地震の発生から４カ月がたちます。安曇野市議会３月定例会で

臼井議員は、安曇野市の地震対策に絞って一般質問をしました。

　未だに石川県内では３１９の避難所で５,４４９人が避難生活を送り、５

,３１０戸で断水状態が続いています（4月16日現在）。また、住宅被害認定

結果に８,０００件を超える異議申し立てがある異常な事態や上下水道の

工事が完了しても、住宅内の配管修理に公費補助があるものの個人負担は

軽くなく、修理が進まない状況があること等々課題は山積しています。

　一方、資材高騰の中、大阪万博の工事は進められ、軍事費は１２年連続

で過去最大を更新する予算です。今緊急にやるべきは被災地の復旧復興を

始めとした、国民の生活を守る事です。

危機管理監及び上下水道部長（➡下表の安曇野市分）

臼井　災害時の確実・正確な情報取得、偽情報対策、相談の直接受け付け

等市の対策は。外国人の災害への備えと、発災後の対応の周知は。　

危機管理監　市民の防災情報取得のために防災マップへの掲載や出前講座

を行っている。市民に情報入手手段の確認や防災ラジオの購入、市の

メール配信サービスや市の公式ＬＩＮＥ、Ｘ（エックス）等への登録

等を呼びかけている。外国籍の市民に対して、市ＨＰや防災マップを

多言語で表示し、やさしい日本語版生活ガイドブックに災害情報を掲

載している。外国籍の方が勤務している事務所などにも呼びかけたい。

臼井　能登半島地震では、発災直後の人命救助後、罹災証明書の交付業務

　　に自治体職員が大きく充てられたため、一時避難所での避難者の命を

　　守る業務が手薄になったという。改定中の業務継続計画はどうなって

　　いるのか。　　　　　　　　　

危機管理監　外部からの人的支援に
❀ （ＢＣＰ）　

　災害時などに効果的に業務を
継続できるよう、予め計画して

おく方針・体制・手順。

臼井　⑴地震後、応急危険度判定（危

険、要注意、調査済み）がされる

が、危険、要注意判定の住宅に住

み続けて、あるいは車中泊をして、

指定避難所に行くことをためらう

人がいた。原因は、福祉避難所の

存在が十分知らされていなかった

ことと、避難所での家族の介護や障害があることによる避難所での生

活や避難所でのウイルス感染、避難所でのペットの受入れ等に不安を

感じたためだ。支援計画は。

❁福祉避難所　　　　　　　　

　高齢者、障害者、児童、傷病

者、妊産婦、乳幼児等、一般の

避難所では生活するのに支障が

ある要配慮者とその家族に対し

て、優先的に避難できるような

特別な配慮がされている避難所

⑵高齢者世帯など、もともと水や支援物資を

避難所等へ取りに行くことが負担となる方へ

の支援計画は。　　　　　　　　　　　　　

危機管理監　⑴避難が必要な市民が避難場所に行

くことをためらうことがないよう要配慮者等

が市内のホテル等へ安心して避難できるよう

に協定を締結し、６施設、最大150室、396人

の受入れが可能。避難所の環境向上の取組や、

ペットとの同行避難、車での避難など、避難する際に支障となる課題

の対応策を研究していく。福祉避難所、医療救護所等も周知していき

たい。地域の協力を得て安否確認を行い、必

要な支援に差が出ないよ

うに取り組む。

　　ついては、職員の勤務状況等を

　　考慮し、国や県へ要請する。

⑵支援物資の配送は、で

きる限りきめ細かに行う

予定だ。地域住民同士の

助け合い・共助もお願い

したい。



臼井　日本の災害避難所は、老若男女が仕切りもなく、プライバシーもな

　　く、避難者の気が休まらない環境だ。日本で最初に雑魚寝の避難所が

　　できたと言われる100年前の関東大震災から変わらないのは、先進国で

　　は日本だけだという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　⑴各指定避難所ごとの運営マニュアルに従ったレイアウト案はできて

　　　いるのか。マニュアル以上の区画ごとの仕切り、テント形式の空間

　　　づくりはどの程度確保されているのか。　　　　　　　　　　　　

　　⑵ＴＫＢ（トイレ・キッチン・ベッド）について、男女別の洋式トイ

　　　レと段ボールベッドの配置計画は。　　　　　　　　　　　　　　

　　　学校給食センターからの温かい食事の提供はできるか。　　　　　

　　⑶避難所から医療機関への移動に、タクシー会社と安曇野市との災害

　　　時連携協定により、タクシー代の公費負担はできないか。　　　　

危機管理監　⑴指定避難所ごとのレイアウト案はできてない。

　　⑵指定避難所の収容人数に対する簡易トイレ、段ボールベッド、食料

　　　については、人口の５％程度を基準に計画的に備蓄を進めている。

　　　不足分を保管するため、民間企業と飲料水、食料、日用品などの提

　　　供に関する協定を結んでいる。自衛隊派遣やキッチンカーによる温

　かい食事の提供は、発災後３

　日程度は困難だ。学校給食セ

　ンターは、学校運営に支障が

　なければ利用していきたい。

⑶救急車以外は、原則自己負担

　になる。公費で負担すべき状

　況を判断し、対応していく。

臼井　予想される震災被害は広域的で甚大な被害となり、周辺の市町村か

　　らの支援が得られないことが予想される。長野県や他都道府県のＤＷ

　　ＡＴの迅速な派遣を計画に入れておくべきではないか。　　　　　　

福祉部長　市地域防災計画では、市の支援要請により、県がＤＷＡＴの派

　　遣要請をすることになっている。ＤＷＡＴの支援要請方法を県と確認

　　し、福祉避難所の円滑な開設に努めたい。

　能登半島地震では、能登町で予定していた５か所の福祉避難所が被災

し、やっと発災18日後の１月19日に多目的ホールに福祉避難所が開設さ

れた。それまで一般の避難所で放置されていた介護の必要な高齢者を見

るに見かねた避難者が世話をしている状況だった。この要介護者のため

の福祉避難所を開設したのは、長野県災害派遣福祉チーム・ＤＷＡＴ（福

祉支援を行う民間福祉専門員の組織）だった。福祉施設の損壊と職員の

不足により、地震１か月後の２月２日時点で、７町村で福祉避難所開設

は予定の27.6％。職員も被災し、圧倒的な人手不足に陥ったのだ。

臼井　予め各福祉避難所の利用対象者

　　（要介護者、視覚障害者等）を決

　　めておき、要配慮者が福祉避難所

　　を含めた避難計画を持つことは。

臼井　災害時は介護事業所職員や要介護者の家族も被災し、要介護者がケ

　　アプランに沿った介護サービスを受けられない状況にならないように

　　するには。　　　　　　　　　　　　

福祉部長　大きな災害となれば市内での対

　　応には限界がある。能登半島地震の際

　　の日本介護支援専門員協会による介護

　　支援ケアマネジャーの募集や、長野県

　　社協設置の災害福祉広域支援ネットワ

　　ーク協議会の介護従事者の派遣調整、

　　報道対応、現地本部機能を担うサポー

　　ト体制の様な支援体制を活用したい。

臼井　⑴二次避難に関わって①避難者を受け入れている宿泊施設に対し、

　　３月16日からの応援割１泊最大２万円を現行避難者1人1泊１万円に

　　上乗せして支援すること　②二次避難者の不安な気持ちに寄り添っ

　　た支援となるよう、国が都道府県を応援すること。　　　　　　　　

　⑵実際に住宅を建てられるように支援金の額を600万円以上に上げるこ

　　と、中規模半壊に至らない住宅に支援を広げること、年齢や所得で条

　　件をつけないこと、自治体で線引きをしないこと、法改正で今後の被

　　災者支援にも生かすこと。　　　　　　　　　　　　　　

　⑶中小企業、小規模事業者の施設等の復旧支援補助金の補助率を100％に

　　すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長　力がある県市長会あるいは県から国に要望することが大事であり、

　　安曇野市が単独で国に要望するということはほとんど考えてない。　

　⑴①避難者が宿泊施設を追い出されるケース、あるいは宿泊施設がその

　　ために経営に行き詰まる状況があれば、避難者や宿泊事業者を守る対

　　策の要望は必要だ。②二次避難を呼びかけることと、戻ってこられる

　　方策をセットでやっていくことは必要だ。　　　　　　　　　　

　⑵被災の石川県や市町村の状況を見た上で、県市長会、あるいは県と協

　　議の上、必要に応じて国への要望を判断していきたい。　

　⑶様々な事業を営む人たちが、災害によって事業継続ができなくなるこ

　　とがないように、補助率も含め、県と協議し、市長会も議論に巻き込

　　んだ上で、国に対する要望を必要に応じてしていきたい。

臼井　安曇野市から直線距離で140キロメートルにある志賀原発は停止中

だったが、今回の地震では、様々なトラブルが発生して、放射性物質

が飛散するおそれがあった。原発が動いていれば原子炉の燃料がメル

トダウンし、使用済み燃料が火災を起こす可能性について岸田首相は、

２月７日の衆議院予算委員会で「過酷事故にならない」とは答えられ

なかった。もし過酷事故になっていたら、福島第一原発事故でかろう

じて避けられた東日本壊滅ならぬ、中部日本壊滅になる。能登半島地

震では、様々な被害により避難計画に沿った５キロ圏内の圏外避難も、

30キロ以内の屋内退避もできないことが明確になった。

　さらに問題は、避難計画以前にある。避難計画は、原発事故が起こ

ることを想定したものである。原発事故は甚大な被害をもたらすので、

絶対に起こしてはならないというのが福島第一原発の教訓なのに！地

震は人間の力が及ばない自然現象である上に、原発の耐震性は極めて

低いので、原発事故は絶対に起きないとは言えないことから、日本の

ような地震大国では原発の運転は許されるべきではない。　　　　　

　（原発事故が起これば安曇野市にも被害が及ぶことから）能登半島

地震は、原発に関しては明確に安曇野市の地震である。国土面積が世

界の0.25％しかない日本で、世界の地震の１割から２割が起きている

国に、57基もの原発を建ててしまったことが大きな誤りだ。安曇野市

として、志賀原発、柏崎刈羽原発をはじめ日本中の原発の即時廃炉を

直ちに国に求めるべきだ。市長の見解は。

福祉部長　要配慮者一人一人の避難先

　　や避難方法を定めた個別避難計画

　　を作ることと福祉避難所の利用対

　　象者の指定の検討に入る。

市長　発電施設において100％安全を確保することは非常に難しい。

　　一方で、電力需要が増える中、即時廃炉にすることは電力不足のおそ

　　れがあり、現実的ではない。災害対策、リスクだけではなく、我々の

　　社会生活などを含めて、原発に関する議論を進めるべきだ。


